
令和5年度相続税・贈与税
改正の検証

は
じ
め
に

令
和
5
年
度
に
お
け
る
相
続

税
・
贈
与
税
関
係
の
税
制
改
正

は
、
税
理
士
実
務
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
内
容
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
内
容
を

概
観
し
、
こ
れ
に
対
し
て
税
理

士
と
し
て
ど
う
す
べ
き
で
あ
る

か
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
も
の

で
あ
る
。

Ⅰ

令
和
5
年
度
税
制
改
正

（
相
続
税
・
贈
与
税
関
係
）
の
概
要

1

資
産
移
転
の
時
期
の
選
択

に
よ
り
中
立
的
な
税
制
の
構
築

⑴

相
続
時
精
算
課
税
制
度

の
見
直
し

相
続
時
精
算
課
税
適
用

者
が
特
定
贈
与
者
か
ら
贈

与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与

税
に
つ
い
て
は
、
従
来
の

基
礎
控
除
と
は
別
途
、
課

税
価
格
か
ら
基
礎
控
除
1

1
0
万
円
を
控
除
で
き
る

こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、

特
定
贈
与
者
の
死
亡
に
係

る
相
続
税
の
課
税
価
格
に

加
算
等
を
さ
れ
る
当
該
特

定
贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ

り
取
得
し
た
財
産
の
価
額

は
、
前
記
の
控
除
を
し
た

後
の
残
額
と
な
る
。

⑵

暦
年
課
税
贈
与
の
生
前

加
算
期
間
等
の
見
直
し

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り

財
産
を
取
得
し
た
者
が
、

当
該
相
続
の
開
始
前
7
年

以
内
（
現
行
：
3
年
以

内
）
に
当
該
相
続
に
係
る

被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ

り
財
産
を
取
得
し
た
こ
と

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財

産
の
価
額
（
当
該
財
産
の

う
ち
当
該
相
続
の
開
始
前

3
年
以
内
に
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
財
産
以
外
の
財

産
に
つ
い
て
は
、
当
該
財

産
の
価
額
の
合
計
額
か
ら

1
0
0
万
円
を
控
除
し
た

残
額
）
が
相
続
税
の
課
税

価
格
に
加
算
さ
れ
る
。

⑴
、
⑵
と
も
、
令
和
6
年
1

月
1
日
以
後
に
贈
与
に
よ
り
取

得
す
る
財
産
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

2

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に

係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置

等
の
見
直
し

⑴

教
育
資
金
の
一
括
贈
与

特
例
に
つ
い
て
次
の
措
置

が
な
さ
れ
た
上
、
そ
の
適

用
期
限
が
3
年
延
長
さ
れ

る
。

①

信
託
等
が
あ
っ
た
日

か
ら
教
育
資
金
管
理
契

約
の
終
了
の
日
ま
で
の

間
に
贈
与
者
が
死
亡
し

た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
贈
与
者
の
死
亡
に
係

る
相
続
税
の
課
税
価
格

の
合
計
額
が
5
億
円
を

超
え
る
と
き
は
、
受
贈

者
が
23
歳
未
満
で
あ
る

場
合
等
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
死
亡
の
日
に
お
け

る
非
課
税
拠
出
額
か
ら

教
育
資
金
支
出
額
を
控

除
し
た
残
額
を
当
該
受

贈
者
が
当
該
贈
与
者
か

ら
相
続
等
に
よ
り
取
得

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
こ
の
改
正
は
、
令

和
5
年
4
月
1
日
以
後

に
取
得
す
る
信
託
受
益

権
等
に
係
る
相
続
税
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
。

②

受
贈
者
が
30
歳
に
達

し
た
場
合
等
に
お
い

て
、
非
課
税
拠
出
額
か

ら
教
育
資
金
支
出
額
を

控
除
し
た
残
額
に
贈
与

税
が
課
さ
れ
る
と
き

は
、
特
例
税
率
で
は
な

く
一
般
税
率
が
適
用
さ

れ
る
。

⑵

結
婚
・
子
育
て
資
金
の

一
括
贈
与
特
例
に
つ
い
て

も
、
贈
与
税
が
課
さ
れ
る

と
き
は
、
特
例
税
率
で
は

な
く
一
般
税
率
が
適
用
さ

れ
る
と
し
た
上
、
そ
の
適

用
期
限
が
2
年
延
長
さ
れ

る
。

3

マ
ン
シ
ョ
ン
の
相
続
税
評

価
に
つ
い
て

令
和
5
年
度
税
制
改
正
大
綱

で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
評
価
に
つ

い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
載
さ

れ
た
が
、
発
表
時
点
で
通
達
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
出
て

い
な
か
っ
た
た
め
詳
細
は
触
れ

て
い
な
い
。「
マ
ン
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
は
、
市
場
で
の
売
買
価

格
と
通
達
に
基
づ
く
相
続
税
評

価
額
と
が
大
き
く
乖
離
し
て
い

る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
現
状

を
放
置
す
れ
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン

の
相
続
税
評
価
額
が
個
別
に
判

断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
納
税

者
の
予
見
可
能
性
を
確
保
す
る

必
要
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
相

続
税
に
お
け
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の

評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
相
続

税
法
の
時
価
主
義
の
下
、
市
場

価
格
と
の
乖
離
の
実
態
を
踏
ま

え
、
適
正
化
を
検
討
す
る
。」

Ⅱ

税
理
士
と
し
て
の
対
応

1

贈
与
税
の
特
例
の
理
解

税
理
士
と
し
て
は
、
ま
ず
贈

与
税
の
特
例
の
理
解
が
必
要
に

な
る
。
①
贈
与
税
の
配
偶
者
控

除
の
特
例
、
②
直
系
尊
属
か
ら

の
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
税

の
非
課
税
措
置
、
③
教
育
資
金

の
一
括
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の

非
課
税
措
置
、
④
結
婚
・
子
育

て
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈

与
税
の
非
課
税
措
置
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
の
特
例
も
、

相
続
税
計
算
へ
の
持
ち
戻
し
の

有
無
が
重
要
に
な
る
。

ま
た
、
相
続
税
法
の
生
活
費

・
教
育
費
の
非
課
税
規
定
も
考

慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。「
扶

養
義
務
者
相
互
間
に
お
い
て
生

活
費
又
は
教
育
費
に
充
て
る
た

め
に
し
た
贈
与
に
よ
り
取
得
し

た
財
産
の
う
ち
通
常
必
要
と
認

め
ら
れ
る
も
の
」
は
贈
与
税
の

課
税
価
格
に
算
入
し
な
い
、
と

い
う
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定

は
、
必
要
な
都
度
、
必
要
資
金

を
贈
与
し
た
場
合
に
限
ら
れ
、

必
要
資
金
を
超
え
て
贈
与
し
た

も
の
は
課
税
対
象
と
な
る
。
こ

の
非
課
税
措
置
も
有
効
に
使
っ

て
い
く
と
効
果
が
あ
る
。

2

生
前
贈
与
の
活
用
と
注
意
点

暦
年
贈
与
の
活
用
が
、
相
続

税
課
税
に
対
し
て
効
果
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。
毎
年
い
く
ら

ず
つ
贈
与
す
れ
ば
い
い
の
か

は
、
贈
与
対
象
者
の
人
数
、
見

込
年
数
な
ど
を
考
慮
し
て
決
定

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
相
続
税

の
限
界
税
率
以
下
の
贈
与
を
繰

り
返
し
行
う
こ
と
が
有
効
で
あ

る
。
毎
年
、
繰
り
返
し
贈
与
を

行
う
の
に
適
し
て
い
る
の
は
、

①
現
預
金
、
②
株
式
（
非
上

場
、
上
場
と
も
）、
③
不
動
産

の
持
分
贈
与
（
登
記
費
用
が
問

題
と
な
る
。
登
録
免
許
税
は
相

続
に
比
べ
る
と
高
率
と
な
り
、

不
動
産
取
得
税
は
相
続
が
非
課

税
な
の
に
対
し
、
贈
与
の
場
合

課
税
さ
れ
る
。）、
④
同
族
会
社

へ
の
貸
付
金
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

3

精
算
課
税
と
暦
年
贈
与
の

比
較

生
前
贈
与
を
行
う
場
合
に
、

暦
年
課
税
を
選
択
す
る
の
か
、

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択

す
る
の
か
判
断
に
迷
う
ケ
ー
ス

が
あ
る
の
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

へ
は
十
分
説
明
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
相
続
時
精
算
課
税
は
、

何
年
も
後
に
な
り
選
択
の
結
果

が
で
る
制
度
で
あ
る
。
そ
の
間

に
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
起
こ
る

の
で
、
本
制
度
を
選
択
す
る
際

に
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
制
度
の

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
十

分
に
説
明
し
た
上
で
、
納
得
し

て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
説
明

す
べ
き
事
項
は
、
次
の
も
の
が

考
え
ら
れ
る
。
①
贈
与
者
の
相

続
時
に
改
め
て
、
贈
与
額
を
相

続
財
産
に
加
算
し
て
相
続
税
を

計
算
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

際
の
加
算
額
は
贈
与
税
の
課
税

価
額
と
な
る
②
撤
回
が
で
き
な

い
③
贈
与
財
産
が
無
価
値
に
な

っ
て
も
相
続
税
は
発
生
す
る
④

贈
与
者
の
財
産
全
体
が
わ
か
ら

な
い
と
暦
年
課
税
と
の
有
利
不

利
は
不
明
で
あ
る
⑤
特
定
贈
与

財
産
は
小
規
模
宅
地
等
の
減
額

の
適
用
が
で
き
な
い
、
な
ど
で

あ
る
。

4

生
前
贈
与
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
必
要
性

精
算
課
税
1
1
0
万
円
の
基

礎
控
除
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
毎
年
の
贈
与
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
必
要
が
あ

る
。
実
務
で
の
対
応
は
以
下
の

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

⑴

令
和
5
年
分
は
、
暦
年
贈

与
の
生
前
贈
与
加
算
が
3
年

の
ま
ま
な
の
で
、
推
定
相
続

人
に
対
す
る
贈
与
を
積
極
的

に
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
と
き
に
、
配
偶
者

へ
の
贈
与
は
、
仮
に
3
年
以

内
に
相
続
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
支
払
っ
た
贈
与
税
額

が
控
除
し
き
れ
ず
に
還
付
が

で
き
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
の
で
、
大
き
な
金
額
は
よ

く
検
討
し
て
か
ら
に
す
べ
き

で
あ
る
。

⑵

令
和
5
年
分
も
含
め
、
令

和
6
年
分
以
降
も
、
推
定
相

続
人
以
外
（
孫
）
へ
の
贈
与

は
、
当
該
受
贈
者
が
相
続
ま

た
は
遺
贈
に
よ
り
被
相
続
人

か
ら
財
産
を
取
得
し
な
い
限

り
、
生
前
贈
与
加
算
は
な
い

の
で
、
暦
年
贈
与
は
積
極
的

に
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

⑶

令
和
6
年
分
以
降
は
、
推

定
相
続
人
に
対
し
て
は
、
1

1
0
万
円
の
別
枠
の
基
礎
控

除
が
設
け
ら
れ
る
相
続
時
精

算
課
税
制
度
を
利
用
し
て
い

く
こ
と
も
考
慮
し
て
い
い
と

思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
は
、

精
算
課
税
の
リ
ス
ク
に
つ
い

て
も
理
解
を
し
て
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
も
説
明
を
し
て
お

く
べ
き
で
あ
る
。

遺
産
が
5
億
円
で
配
偶
者
、

子
2
人
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
、

以
下
の
よ
う
な
生
前
贈
与
を
行

う
と
仮
定
を
し
て
、
相
続
税
、

贈
与
税
を
試
算
し
て
み
た
。
そ

の
前
提
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

・
子
に
は
、
相
続
税
の
限
界
税

率
以
下
の
暦
年
贈
与
を
行
っ

て
い
く
が
、
相
続
が
見
込
ま

れ
る
年
の
7
年
前
か
ら
は
相

続
時
精
算
課
税
で
新
た
に
設

け
ら
れ
た
1
1
0
万
円
ず
つ

の
贈
与
を
行
う
。

・
配
偶
者
に
は
、
暦
年
贈
与
の

基
礎
控
除
以
下
の
1
1
0
万

円
ず
つ
の
贈
与
を
行
う
。

・
子
の
配
偶
者
及
び
孫
4
人
に

は
毎
年
、
相
続
税
の
限
界
税

率
以
下
の
暦
年
贈
与
を
行
っ

て
い
く
。

相
続
ま
で
の
期
間
を
5
年
、

10
年
、
20
年
と
想
定
し
て
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
み
る
と

以
下
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
。

こ
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
、

次
の
こ
と
が
分
か
る
。

ま
ず
は
、
相
続
税
の
試
算
を

し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
次
に
、
相
続
税
の
限
界
税

率
を
把
握
し
、
そ
れ
以
下
で
の

贈
与
税
の
限
界
税
率
で
の
贈
与

を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
が
効
果

的
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
法

定
相
続
人
以
外
（
子
の
配
偶

者
、
孫
な
ど
）
へ
の
贈
与
が
効

果
的
な
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ

る
。
当
然
の
帰
結
で
は
あ
る

が
、
相
続
ま
で
の
期
間
が
長
く

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
納
税
額
の

減
少
効
果
は
大
き
く
出
る
こ
と

に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
早
め

の
対
策
の
着
手
が
効
果
的
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

Ⅲ

終
わ
り
に

1

今
後
の
課
題

令
和
5
年
度
の
税
制
改
正
を

受
け
て
、
相
続
税
・
贈
与
税
に

つ
い
て
の
今
後
の
課
題
は
次
の

も
の
と
考
え
る
。

⑴

相
続
税
の
課
税
方
式

相
続
時
精
算
課
税
の
適

用
件
数
の
増
加
が
予
想
さ

れ
、
暦
年
課
税
の
生
前
加

算
の
年
数
が
7
年
に
延
び

た
こ
と
で
、
従
来
に
も
増

し
て
各
相
続
人
の
生
前
の

贈
与
の
行
動
が
相
続
税
の

課
税
価
格
に
反
映
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、

現
在
の
課
税
方
式
で
は
、

他
の
相
続
人
の
税
額
に
も

影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ

り
、
相
続
税
の
課
税
方
式

を
完
全
な
取
得
者
課
税
方

式
に
変
更
す
る
必
要
性
が

高
ま
っ
て
く
る
と
思
わ
れ

る
。

⑵

相
続
時
精
算
課
税
の
対

象
資
産
へ
の
小
規
模
宅
地

特
例
の
適
用

現
行
方
式
で
は
、
相
続

時
精
算
課
税
に
よ
り
贈
与

を
受
け
た
宅
地
等
で
あ

り
、
相
続
税
の
課
税
価
格

に
加
算
さ
れ
る
財
産
で
あ

っ
て
も
、
小
規
模
宅
地
等

の
特
例
は
適
用
で
き
な

い
。
相
続
時
精
算
課
税
制

度
を
よ
り
拡
大
す
る
た
め

に
は
、
相
続
時
精
算
課
税

に
よ
り
贈
与
を
受
け
た
宅

地
等
に
も
、
小
規
模
宅
地

等
の
特
例
を
適
用
す
べ
き

と
考
え
る
。

⑶

暦
年
課
税
贈
与
の
贈
与

税
額
控
除

現
行
方
式
で
は
、
暦
年

課
税
贈
与
で
の
贈
与
税
額

控
除
に
お
い
て
、
控
除
し

き
れ
な
い
金
額
が
あ
っ
て

も
還
付
さ
れ
な
い
。
相
続

時
精
算
課
税
に
よ
り
贈
与

を
受
け
た
場
合
は
還
付
が

受
け
ら
れ
る
の
に
比
し

て
、
取
り
扱
い
に
差
異
が

あ
る
。
暦
年
課
税
の
生
前

加
算
の
年
数
が
7
年
に
延

び
た
こ
と
で
、
暦
年
贈
与

の
場
合
も
還
付
を
認
め
て

い
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

2

さ
い
ご
に

令
和
5
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
相
続
時
精
算
課
税
に
1
1

0
万
円
の
基
礎
控
除
が
追
加
さ

れ
、
暦
年
贈
与
の
生
前
加
算
が

3
年
か
ら
7
年
へ
と
大
き
く
延

び
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
生
前
の

贈
与
対
策
が
大
き
く
変
化
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
増

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
に
回
答
し
て
い
く
か
は
、
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
の
年
齢
・
家
族
関

係
、
資
産
状
況
、
資
産
の
規
模

な
ど
、
様
々
な
要
因
が
あ
り
、

一
概
に
は
説
明
で
き
な
い
。
さ

ら
に
は
、
配
偶
者
が
い
な
い
ケ

ー
ス
も
あ
る
し
、
第
二
次
相
続

ま
で
考
慮
す
る
と
、
贈
与
対
策

は
複
雑
に
な
る
。
税
理
士
は
、

相
続
時
精
算
課
税
の
リ
ス
ク
に

つ
い
て
も
理
解
を
し
て
、
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
に
説
明
す
る
こ
と
も

含
め
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。

相続までの期間

① との差

△5，829

1，606

△4，223

20年

726

1，606

2，332

① との差

△4，605

1，736

△2，839

10年

1，950

1，736

3，686

① との差

△3，067

1，450

△1，617

5年

3，488

1，450

4，938

生前贈与
なし ①

6，555

6，555

相続税

贈与税

合計

松岡 章夫〔神田〕

日
本
税
務
会
計
学
会

令
和
5
年
6
月
月
次
研
究
会

（万円）
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